
田子ノ浦部屋名古屋後援会名伸会は下記の会則に従い、組織・運営してまいります。              

第一条     (目的) 

本会の目的は、日本相撲協会に属する相撲部屋「田子ノ浦部屋」の興隆発展に寄与し、物心両面から  

支援し、力士を激励し併せて所属力士との交流を深めることを目的とする。 

 

第二条    (会員) 

    ・入会を希望するものは、所定の申込用紙を用いて事務局に申し込まなければならない。 

    ・会員は本会目的に賛同するものもって構成する。 

    ・本会への加入は申込書の提出と申込者名義で会費の納入により会員となる。 

    ・会員の登録期限はご入会年の 6 月１日より 5 月 31 日までとし、翌年に再入会するものとする。 

 

第三条     (入会資格) 

本会の入会資格は下記の項目全てに該当する方とする。 

    ・本会会則に同意した方 

    ・反社会的勢力及びその関係者でない方 

    ・過去に退会の勧告を受けていない方 

 

第四条    (退会)  

    ・本会からの退会は更新手続きを行わなければ退会したものと見なす。 

    ・即納の会費はいかなる理由があっても返済しないものとする。 

    ・本会は会員が以下の事由のいずれかに該当すると判断する場合、通告の上、 

当該会員を退会させることができる。 

     １本会会則に違反したとき、又は本会の名誉、信用を著しく傷つけた場合 

     ２罪を犯し、又はその嫌疑を受け社会的信用を失った場合 

     ３会員としての品格を著しく損なうと認められる行為があった場合 

 

第五条    (活動内容) 

    ・田子ノ浦部屋への支援事業 

      ・番付表の送付（各場所） 

    ・名古屋場所宿舎でのちゃんこ会へご優待（特別会員、正会員のみ） 

    ・名古屋場所千秋楽祝賀会への案内と優待 

    ・稽古見学 

    ・田子ノ浦部屋オリジナルグッズの贈呈（特別会員のみ） 

    ・田子ノ浦部屋主催のイベント企画、運営 

    ・大相撲カレンダーの贈呈（特別会員、正会員のみ） 

    ・名古屋場所宿舎運営費及び整備費用 

 

第六条 （後援会役員等規約） 

    ・後援会役員等規約については、別に定め運営する。                                                             

以上 

 

特別会員（年会費 一口 100,000 円） 

① 田子ノ浦部屋オリジナルグッズの贈呈 

② 名古屋場所宿舎でのちゃんこ会へご優待 

③ 各場所番付表のご送付 

④ 千秋楽祝賀会を会員様価格にてご案内 

⑤ 大相撲カレンダーの贈呈 

⑥ 田子ノ浦部屋主催のイベントのご案内 

正会員（年会費 一口 50,000 円） 

① 名古屋場所宿舎でのちゃんこ会へご優待 

② 各場所番付表のご送付 

③ 大相撲カレンダーの贈呈 

④ 千秋楽祝賀会を会員様価格にてご案内 

⑤ 田子ノ浦部屋主催のイベントのご案内 

⑥ （各場所）番付表のご送付 

⑦ 千秋楽祝賀会を会員様価格にてご案内 

⑧  田子ノ浦部屋主催のイベントのご案内 

                            

特 典 

一般会員（年会費 一口 10,000 円） 

① 各場所番付表のご送付 

② 千秋楽祝賀会を会員様価格にてご案内 

③ 田子ノ浦部屋主催のイベントのご案内 
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FAXにてお願いします。
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